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「ＫＥＳ新規格」（ISO26000 及び ISO50001 対応）                                            

                                             特定非営利活動法人 ＫＥＳ環境機構 

 

持続可能な発展： ISO14001 対応 ⇒ （初級バージョン） ＫＥＳステップ１ 

持続可能な発展： ISO14001 対応 ⇒ （中級バージョン） ＫＥＳステップ２    →     ＫＥＳステップ２Ｅｎ 

                                ↓                  ↑ 

持続可能な発展への貢献を最大化する：ISO26000 対応 ⇒ ＫＥＳステップ２ＳＲ     ｴﾈﾙｷﾞｰﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽの改善：ISO50001 対応 

（取組みの幅を広める）                            （取組みの質を深める） 

 

 

備考：ISO14001：環境マネジメントシステムー要求事項及び利用の手引 

      （Environmental management systems－Requirements with guidance for use）（2004 年 12 月 27 日改正） 

         ○持続可能な発展への組織の貢献（「汚染の予防＋法令順守」＝「狭義の環境」、システム重視）         

   ISO26000：社会的責任に関する手引 

       （Guidance on social responsibility）（2010 年 11 月１日） 

         ①持続可能な発展への貢献を最大化する＝「広義の環境」 

         ②法令順守を超え、主体的に判断して取組む 

   ISO50001：エネルギーマネジメントシステムー要求事項及び利用の手引 

       （Energy management systems－Requirements with guidance for use）（2011 年６月１５日） 

         ①エネルギーパフォーマンスの改善に特化したマネジメントシステム  

②パフォーマンス重視  


